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1．はじめに

2016 年 1 月 30 日、京都市立芸術大学のギャラリー@

KCUA（アクア）で、アーティストの丹羽良徳氏による
ワークショップ《88 の提案の実現に向けて》が行われた
（以下では《88 の提案》と記す）。《88 の提案》の開催案
内で「実現に向けて実践的な行動を開始する」とされて
いた項目の中には「デリバリーヘルスのサービスを会場
に呼ぶ」というものがあった。実際にデリバリーヘルス
のサービスが会場に呼ばれることはなかったが、主催者
側から連絡を受けた女優パフォーマー元セックスワー
カーのげいまきまき氏 が会場に来て、参加者と話をする
ということが行われた。その後、この件は SNS上で多く
の批判が集まる「炎上」状態になっただけでなく、表現
の自由と倫理が関わる問題として、また差別と人権の問
題として、さまざまな角度から批判的に論じられること
になった。その中には大学の責任を問う声もあったが、こ
れまでのところ京都市立芸大は大学として公式の応答は
していない。
本稿の目的は、《88 の提案》に関してこれまで SNS、ブ
ログ、出版物などで発表されてきた言説を整理し、そこ
で挙げられている論点について考察することである。そ
れにあたっては、今改めてこの問題を取り上げる理由に
加えて、著者である私のこの問題に対する立ち位置を説
明しておきたい。
私は2018年度に京都市立芸大美術学部に共通教育担当

（物理学分野）の専任教員として着任しており、《88 の提
案》が開催された 2016 年は同じ京都市内の他大学に勤務
していた。従って《88 の提案》やその前後に大学内で起
きたことを直接見聞きはしていない。インターネット上
で話題になっているのを見かけた記憶はあるが、当時は
美術分野に深い関わりを持っていなかったこともあり、

特段強い関心を払ってはいなかった。着任後にこの件に
ついて関心を持って調べ始めたのには3つの理由がある。
1つ目は、表現活動に伴う倫理や人権の問題という極め
て重要な問題に関して大学に対する批判が SNSのみなら
ず様々な媒体で表明されている以上、それへの応答は
あってしかるべきだと考えたことである。これは基本的
には大学として、あるいは学内の直接の関係者からなさ
れるべきことだと思われるが、私も京都市立芸大の構成
員として、少なくともこの問題についての認識を問われ
れば答えられるようにしておくべきだろうと考えた。
2つ目は、2016 年当時に在籍していた学生、そして現
役の在学生からも、この件について大学からの説明や応
答がないことに対する違和感や不信感を聞いたことであ
る。これに対応することは教育機関としての大学の責任
であり、私も一人の教員として責任がある。本稿の執筆
を最も強く後押ししたのはこの動機である。
理由の 3つ目はやや特殊で、芸術大学にいる自然科学
者としての私の個人的な関心が反映されている。それは
科学と芸術のコミュニティとしての類似性である 1。しば
しば「一見遠いもののように見えるが」的な枕詞を伴い
つつ、科学と芸術には探究心やクリエイティビティなど
共通するものがあるといった言説はよく見かける。その
こと自体に反論はないが私が関心を持っている類似性は
そういうことではなく、以下のようなものである。科学
も芸術も、研究者 /アーティストを核とし、媒介者や愛好
者を含むことで外部との境界は曖昧であるものの、一種
のコミュニティを形成している。そのコミュニティは高
い専門性や「特殊なセンス・能力が求められる」という
イメージから敷居の高さや閉鎖性を指摘されることが多
い。どちらも政治や経済との距離感などコミュニティ外
との関係に葛藤があり、コミュニティ内部ではジェン
ダーギャップやハラスメント、労働問題など類似の課題
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を抱えている。そして、どちらも他者を調査や表現の対
象にすることである種の「成果」を創出することがあり、
そのことに伴う倫理的な問題が存在する。科学と芸術が
コミュニティとしてそれぞれ抱えるこれらの課題を共有
し、互いの経験から学び合うことこそが、今やるべき科
学と芸術の協働であり、それを京都市立芸大で実践した
いと私は考えている。それにあたっては「科学者とアー
ティストに求められる倫理」は間違いなく最重要テーマ
の一つであり、そのテーマについて京都市立芸大で語る
ときに《88 の提案》のことをスルーしたままではいられ
ない。このことがこの問題について私が調べ始めた 3つ
目の理由である。
本稿では《88 の提案》の当日実際に何があったかにつ
いては、全て関係者が出版物やインターネット上の記事
などで公開している情報に基づいて記している。げいま
きまき氏および学内の関係者への聞き取りによる確認も
行っているが 2、本稿にかかれていることは全て著者であ
る私が理解したことを私の責任で書いているものであ
り、大学としての認識を示したものではないことは強調
しておきたい。
本稿の執筆に先立つ 2022 年 2 月 22 日に、げいまきま

き氏をゲストに迎え、この問題について学生や卒業生た
ちが話し合う座談会「表現の自由と倫理」をオンライン
で開催した。同座談会は、私と 2016 年当時に京都市立芸
大に在学していた卒業生および開催時点で在学中の学
生、それに京都大学で人を対象にしたフィールドワーク
を伴う研究を行っている大学院生で企画したものであ
る。本稿の考察はこの座談会の企画メンバーやげいまき
まき氏を始めとした参加者との議論に多くを負ってい
る。しかし、繰り返しになるが本稿で書かれていること
はすべて筆者が責任を負うものである。同座談会自体の
報告は企画した学生・卒業生が中心になって別稿を準備
中で、当日の議論の書き起こしなど一部の記録は座談会
のウェブサイトに掲載されている 3。
本稿の残りの構成は以下である。2章ではまず《88 の
提案》の背景と概要を公式情報に基づいて説明し、次に
実際に当日何があったのかを、現場にいた人がインター
ネットのサイトや書籍等で明らかにしている情報に基づ
いて整理する。3章では事後に《88 の提案》に関してイ
ンターネット、大手メディア、学術論文および書籍等の
入手可能な媒体で展開された言説を網羅的に渉猟し、媒
体ごとにまとめている。4章ではこれらの言説をいくつか
の主要な論点に整理し、各論点に対する筆者の考あわせ
て記す。なお以下の章では関係者の敬称は省略する。

2．《88 の提案》とその後に起きたこと

2.1　背景および公的記録
《88 の提案》は単独で開催されたイベントではなく、よ
り大きな枠組みで京都市立芸大が実施していた事業の一
部である。京都市立芸大は2013年度から文化庁の委託事
業「次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」を受託
して「アーティストの招聘による多角的なワークショッ
プなどを通じた新進芸術家育成事業」を実施していた。同
事業では2015年度に国外から4名のアーティストを招聘
して 3 つのワークショップが開催されており、このうち、
ポーランドより美術作家のパヴェウ・アルトハメルとア
ルトゥル・ジミェフスキを講師に迎えて実施されたワー
クショップが「House of Day, House of Night 昼の家 夜の
家」（以下「昼の家 夜の家」と記す）である。「昼の家 夜
の家」は公募により選出された「育成対象者」である 5
名と 1組（6名のコレクティブ）のアーティストが参加
し、丹羽良徳もその一人であった。アルトハメルとジミェ
フスキが講師として参加したワークショップは 2015 年 7
月 6日から 18日にかけて行われた。そしてその約半年後
の 2016 年 1 月に、参加した育成対象者による成果発表展
としての性格を持つ展示の中で <「真のアカデミー」講
義・演習 >が複数回行われた。《88 の提案》はそのうちの
一つという位置づけである。
《88 の提案》の開催当時、イベントを告知するギャラ
リー@KCUAのホームページには以下のように記載され
ていた 4。

2016 年 1 月 30 日（土）14:00 ～
「88 の提案の実現に向けて」丹羽良徳

アカデミーと社会との往来 のなかで「88 の提案」よ
りピックアップした提案の以下の実現に向けて実践
的な行動を開始します。
便宜的に講義ということにしておきますが、実際に
は参加者の実践的な参加が求められます。当日はビ
デオ撮影を予定しているので、参加者はビデオに映
ることをご了承のうえ参加ください。同時刻より増
本泰斗 featuring 吉濱翔「bar spiritual fitness」と同時並
行で開催。持ち物なし、途中参加・途中退場自由。

14. デリバリーヘルスのサービスを会場に呼ぶ
78. 男子トイレと女子トイレを入れ替える
74. 階段で野菜の天ぷらを揚げる
85. タクシーで城の周りを 5周する

（イベント終了後追記）
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上記提案のうち、74 と 85 は実現に向けての実践的な
行動が行われ、14 については急遽、事情に詳しい方
にお越しいただき、仮にそれを行った場合におこる
さまざまな問題点について、お話を伺いました。78
は未検討です。

「昼の家 夜の家」およびその一環である <「真のアカデ
ミー」講義・演習 >については、終了後に京都市立芸大
から報告書 5が発行されている（以下では単に報告書と記
す）。報告書には、《88 の提案》で実際にどのようなこと
が行われたのかについて詳細な説明はないが、「昼の家 夜
の家」の企画監修を担当した加須屋明子・京都市立芸大
美術学部教授による以下のような説明がある 6。やや長い
がそのまま引用する。

1月最終週の 30 日土曜日には、丹羽良徳のワーク
ショップ《88 の提案の実現に向けて》が行われた。
丹羽が会場に掲示した《88 の提案》では、2015 年夏
のワークショップ「昼の家、夜の家」を受けて、そ
こで実際に行われたこと、そこで見聞きしたこと、連
想されたことなどが 88 個の短い文章で示されてお
り、それらを読むことで、ある程度は観客もワーク
ショップを追体験できるようにとの意図もあったら
しい。それぞれの行は中心から外に向けて伸びてゆ
くような形で丸く書かれており、あたかも十字架の
光背を思わせるようでもある。また 88 という数字
は、四国 88 か所巡礼あるいは 88 夜のように、様々
なものを連想させる。すでに述べたように、夏のワー
クショップではヨーロッパと日本との文化の対話が
視覚的イメージの連鎖によって行われた非言語コ
ミュニケーションであり、その中で何度も宗教的な
シンボルが登場し、どこか儀式あるいは修行のよう
に感じられるところもあったが、丹羽のこの提案も、
それを踏まえたものであったのかも知れない 。
2015 年夏に実施したワークショップ（引用者注：
これはアルトハメルとジミェフスキが講師として参
加したワークショップを指す）が「制限のない」コ
ミュニケーションであり、ただし互いの提案を尊重
しあい、いたずらに尊厳は傷つけない、という確認
を最初に相互に行った上で実施されたのと似て、丹
羽の 88 の提案には、実現が容易なものも、そのまま
では到底実現し得ないものも含まれていたが、あら
かじめの前提として各自の尊厳は尊重し、人権を侵
害しないことを確認した。30 日に実施したワーク
ショップでは、88 の提案の中からレベルの異なる 4
項目、すなわちそのままで実現できそうなもの、少
し解釈を加えることが必要となりそうなもの、更に

そのままでは実現が非常に困難か、公共空間では実
施不可能な項目も選ばれ、その「諸条件を検討」す
ることが目指された。提案というアクションを丹羽
が行い、それに対するリアクションが求められるよ
うな場ともなった。ある提案がもし実行されれば、遂
行者は新たな提案を自由に行うことができた。

また同報告書には「昼の家 夜の家」育成対象者（参加
作家）としての丹羽によるテキストもいくつか記載され
ているが、《88 の提案》に直接的に言及したものはない。
《88 の提案》がその一部である『「真のアカデミー」講義・
演習』について丹羽が書いた部分が以下である 7。

学問や芸術の研究機関を意味するアカデミーに「真」
と冠をつけることによって、反照射的にこの社会の
存在するアカデミーと称される教育機関の現状に批
判的なまなざしをおくる。そもそも我々が新きもの
を学び、新き場所に到達するためには、社会の根底
に流れる共有価値観を裏切ったところから始めなけ
ればいけないという確信をもとに、「なんでもあり」
という極端に既存の価値基準を一度リセットした状
態に戻すことによって、思考停止の状態へ一時的に
埋葬することによって、もしくは自分でも何がなん
だかわからない状態へ持ち込むことによって、混乱
とそれに乗じた一時的な恍惚と絶望の繰り返しのな
かで、人間社会の価値創造のメカニズムに実践的に
介入しようとする試みであると理解している。

《88 の提案》で挙げられた 4項目を含む「88 の提案」全
体のリストは、丹羽のホームページに掲載されている 8。

2.2　当日起きたこと
《88 の提案》で実際にあったことが報告書よりも具体的
に書かれているものとしては、当日現場にいたげいまき
まきを含む有志が《88 の提案》の約 2週間後の 2016 年 2
月 14 日に公開したサイト「Don't exploit my anger !わたし
の怒りを盗むな」がある 9。そこにはげいまきまきによる
《88 の提案》直後のツイートのまとめ、げいまきまきから
の聞き取りに基づいた当日起きたことの時系列の整理の
他、アーティストのブブ・ド・ラ・マドレーヌが「昼の
家 夜の家」の監修者である加須屋と直接やりとりした内
容も記載されている。げいまきまきは2018年に出版され
たセックスワークに関する書籍に寄せた論考でも《88 の
提案》のことを書いている 10。同書ではワークショップ
中に参加者と交わした議論が「わたしの怒りを盗むな」よ
りも詳細に書かれており、それについては 3.2 節で触れる
が、当日のおおまかな事実関係については同書と「わた
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しの怒りを盗むな」で大きく変わるところはないため、本
節での事実関係を整理には後者を参照する。
「わたしの怒りを盗むな」以外に《88 の提案》当日の様
子がその場にいた人物によって比較的詳細に語られてい
るものとしては、丹羽、そして《88 の提案》の参加者の
一人であった F.アツミが参加して 2017 年に開催された
トークイベント「芸術祭の公共圏 ―敵対と居心地の悪さ
は超えられるか？」の記録がある 11。また F. アツミが Art 

Phil名義で出版した電子書籍では《88 の提案》の件が詳
細に論じられており、その中には当日交わされた具体的
な会話の記述もある 12。
以下では、有志のサイト「わたしの怒りを盗むな」 （文

献 A）、トークイベント『芸術祭の公共圏』（文献 B）、Art-

Phil『フレーミングするパレルゴンのパルコマン̶丹羽
良徳の《88 の提案》を後に』（文献 C）、「昼の家 夜の家」
報告書（文献 D）に基づいて当日起きたことを時系列で
簡単に整理する。それぞれ参照した文献を [A]-[D]の記号
で示している。これらの文献は異なる立場から書かれて
いるが、ここに記述している程度の事実関係に関しては
大きな違いや相互の矛盾はない。
まず会場は京都市立芸術大学のギャラリー@KCUA

（アクア）で、《88 の提案》への参加者は丹羽、加須屋、
アクアの学芸員の他は数名程度だった [A]。イベントを告
知するサイトに「ビデオ撮影を予定」とあったように、参
加者の一人がビデオカメラで撮影を行っていた [A]。[B, 

C]で F.アツミは自分が撮影していた旨を述べている。
ワークショップ開始後、参加者によって『デリバリー
ヘルスのサービスを会場に呼ぶ』ことについての検討が
行われた [A, D]。[C]の冒頭にはその検討が行われている
様子と考えられる会話が記載されている 13。一方、「74. 階
段で野菜の天ぷらを揚げる」「85. タクシーで城の周りを
5周する」に関しては実際に行動に移されたことは上述の
ようにイベント告知サイトに記載されており、[C]にもそ
れを裏付ける記述がある。
開始後しばらくしてから、元セックスワーカーである
ことを明らかにして活動しているげいまきまきに話を聞
くことが提案され [A]、知人を介して電話で連絡を受けた
げいまきまきが会場に来場した [A, B, C]。げいまきまき
は「デリバリーヘルスのサービスを会場に呼ぶ」こと、あ
るいはそのようなコンセプトが公開のワークショップに
掲げられていたり、その場が撮影可能になっていたりす
ることが、セックスワーカーにとってどのようなリスク
や恐怖を与えるかを、セックスワーカーの置かれている
状況とともに説明した [A, B, C]。
その後約 2時間 [A]、げいまきまきと《88 の提案》の
参加者の間で話し合いがもたれた。概ね冷静な雰囲気の
中で行われ、「表現の自由」や「アートの持つ力」といっ

たことについても話題になったが、何らかの結論や合意
に至って話し合いが終わるという形にはならなかった
[A, B, C]。

3．その後の議論

3.1　SNSでの批判
《88 の提案》の終了後、当日の夜から翌日にかけてげい
まきまきはその日あったことをツイッターに投稿した14。
げいまきまきによる当初のツイートにはワークショップ
や作家、会場の名称は明記されていなかったが、「デリバ
リーヘルスのサービスを会場に呼ぶ」という内容からす
ぐに同定され、ツイッター上でいわゆる炎上の状態に
なった。ツイッター上での議論、あるいは炎上の様子は、
特定のテーマについてのツイートをまとめたサイト
（togetter）でいくつかまとめられている 15。多くの反応は、
セックスワーカーを公開のイベントの会場に呼ぶ（実際
には呼んでいないとしても）というコンセプト自体、そ
れがアートの名の下に行われたこと、そしてそれが大学
の運営するギャラリーで行われたことを批判するもので
ある。ツイッターおよびそのまとめというメディアの特
性上、投稿の多寡を何らかの意見分布と結論づけること
はできないが、それでも「デリバリーヘルスのサービス
を会場に呼ぶ」というコンセプトを擁護する意見はほと
んど見られない。ただしイベントの背景や当日何があっ
たかに関する情報が極めて限られていたために企画の意
図が明らかではない、実際にデリバリーヘルスのサービ
スが呼ばれたわけではないといった理由で批判を留保す
る意見や、きちんと事前に説明して同意の下でデリバ
リーヘルスのサービスを呼ぶのであればよいのではと
いった意見は散見される。

SNS上での批判の対象は《88 の提案》だけでなく、現
代アートの一部が社会的規範から敢えて逸脱することに
芸術性を見いだしたり、弱者やマイノリティの生を作品
として消費・搾取したりすることへの批判にも拡がって
いる。特に、あるアーティスト 16 が丹羽を擁護し《88 の
提案》への批判を批判する立場から「アーティストって
肩書きは、『人権侵害します』って意味」という趣旨のツ
イートをして以降は一層その傾向が強まったように見え
る。なお togetterにまとめられているのは《88 の提案》直
後のツイートのみだが、「デリヘル、アート」などのキー
ワードでツイッター検索すると、その後も継続的に話題
にされていることが分かる。

3.2　当日現場にいた人による発信
本節では、一部 2.2 節と重複するが、当日現場にいた人
物およびその周囲からの公開の場での発信（SNSを除く）
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を概ね時系列に沿ってまとめておく。
《88 の提案》開催直後からこの問題に関心を持った人が
もっともよく参照し、しばらくの間はツイッターを除く
事実上唯一の情報源であったのが「わたしの怒りを盗む
な」である。同サイトは《88 の提案》で起きたことをげ
いまきまきから聞き、問題意識を共有した有志メンバー
によって作られ、《88 の提案》からおよそ 2週間後の 2016
年 2月 14日に公開された。同サイトを立ち上げた一人で
あるブブ・ド・ラ・マドレーヌは、当日現場には来てい
ないが、セックスワークに従事していたことを明らかに
して活動しているアーティストとしてげいまきまきと同
様に《88 の提案》当日に大学関係者から連絡を受けてお
り、事後的に大学関係者とのこの件について直接話し合
いも行っている。
同サイトには《88 の提案》に関連してげいまきまきと
ブブ・ド・ラ・マドレーヌが見聞きし、考えたことの他、
実際にデリバリーヘルスのサービスを呼んだとしたら何
が起きると想定されるかやセックスワーカーの置かれて
いる状況についてのQ&Aも掲載されている。また有志メ
ンバーである社会学者の山田創平は本件が大学で起きた
ことを特に問題視する立場から、研究倫理上の問題、そ
してこのようなことが行われると大学や表現の現場への
権力の介入を招き、結果として表現の自由を損ない兼ね
ない可能性について論じている。同じく有志メンバーの
あかたちかこは「ひとりの京都市民として、また、芸術
を信頼する者として、教育が好きでそれを仕事にする者
として、そして、性教育の専門家としてずっと性と社会
について考えてきた者として」、「今回のことに関して、わ
たしは怒っています」と表明した上で、「どうしても、今
回のような『公共の場』に、デリヘル嬢を呼びたいなら」
どのようにアプローチし得たか、すべきだったのかを述
べ、「わたしは、今回の件に関して、謝罪や賠償ではなく、
対話と再考と教育を求めます」と結んでいる。
「わたしの怒りを盗むな」公開から間もない 2月 23 日
には、京都市内でブブ・ド・ラ・マドレーヌと山田創平
が参加した座談会「表現と倫理の間で」が開催されてお
り、詳細な書き起こしの記録が公開されている 17。また
同年 3月 25 日にブブ・ド・ラ・マドレーヌや京都市立芸
大の教員も登壇して開催されたオープン・ディスカッ
ション「表現と倫理の現在」においても、内容の詳細は
ないが、《88 の提案》が主要な話題の一つとなったことが
わかる記録が公開されている 18。
同 3 月 5 日には丹羽とげいまきまきの双方が出演した

鼎談イベントが東京で開催されている。イベントのHPに
は「何らかの形で後日レポートを広く公開する予定」と
記載されているが、本稿執筆時点（2022 年 12 月）時点で
は公開されていない 19。ただしその内容の一部は Art-phil

（2017）に記載されている 20。
先述のように、この件に関して京都市立芸術大学およ
びギャラリー@KCUAからは「昼の家 夜の家」の報告書
以外に公式の発信はなされていない。同報告書が発行さ
れたのは 2016 年 3 月 31 日となっており、京都市立芸術
大学の図書館、ギャラリー@KCUA、およびいくつかの
公共図書館で閲覧できるが、インターネットで公開はさ
れておらず、この件に関する言説ではほぼ参照されてい
ない 21。
翌年の 2017 年に丹羽および《88 の提案》の参加者で

あった F.アツミが参加したトークイベント「芸術祭の公
共圏 ―敵対と居心地の悪さは超えられるか？」が開催さ
れ、その記録がウェブサイトと電子書籍として公開され
ている 22。この中で丹羽は《88 の提案》に関して「企画
者であった僕の対応が雑だったっていうのは認めている
し、それはもう僕は反省しなきゃいけない」とし、その
上で「とにかくいろいろな人たちと話を続けてその都度
考えを更新していくっていうのが、僕なりの今のところ
の応答」「広い視点で何らかの応答をあきらめないで続け
ていく」と述べている 23。一方、同トークイベントの中
では丹羽よりも F.アツミが《88 の提案》の詳細を語って
おり、かつ丹羽よりも《88 の提案》に対して肯定的な評
価をしている 24。また、以下に引用するような京都市立
芸術大学の立場に関する言及もある。

当日のイベントをビデオ撮影していた人として
言っておいたほうがいいことは、ワークショップ当
日の最初から最後まで、感覚的な面白さを理由にデ
リバリーヘルスに従事する当事者の人を呼ぼうとし
た人は誰もいなかったということなんです。京都市
立芸術大学の大学関係者から聞いたのですが、この
見解は大学内で当日の録音・録画資料を検証したう
えで共有されている認識でもあります。丹羽さんの
ワークショップに関するインターネット上で公開さ
れている記事や『社会の芸術 /芸術という社会』の記
述内容については事実誤認を指摘できるとして、関
係者はとても困惑し、憂慮していました。関係者に
よれば、@KCUAはワークショップでは人権の侵害
がなかったとして公式見解をとくにあらためて発表
していないそうです 25

既に本稿で何度か参照されているように、F.アツミは
Art-Phil名義で《88 の提案》およびそれをめぐってその後
に起きた言説についての論考『フレーミングするパレル
ゴンのパルコマン̶丹羽良徳の《88 の提案》を後に』
を 2017 年に出版している。同書は《88 の提案》当日に起
きたことだけではなく、その後のツイッターの炎上や、後
述する書籍『社会の芸術／芸術という社会』や京都新聞
の記事など、その後におきた言説についても取り上げて
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批評している。同書では「《88 の提案》は作品になり、あ
るいは作品にならなかった」26 などといったレトリック
が多用されており、その意図を正確に汲み取ることは容
易ではないため、詳細は同書を参照されたい。私が理解
したところでは、同書は《88 の提案》における丹羽の試
みを基本的には肯定的に評価するもので、また《88 の提
案》にまつわることの「解釈」が行き違っていることを
重視するものである。また、丹羽を始めとした《88 の提
案》当事者が不在のまま様々な人がこの件を論じている
ことに疑問を呈している 27。
また丹羽が企画し F.アツミが編集した書籍の中では丹
羽自身が《88 の提案》について言及しており、「アートの
名の下にアーティストの行為が免罪されることは一切な
い」、「企画の背景を詳細に説明するといった十分な配慮
が必要だったと思う。結果的にその配慮がまったく機能
しなかったのは、企画者として批判されて当然」とも述
べている 28。
2018 年には、セックスワークに関して当事者視点で論
じる論考集の中で、げいまきまきが《88 の提案》で経験
したことを書いている 29。それによれば、会場でげいま
きまきがデリバリーヘルスのサービスを会場に呼ぶこと
の問題点を説明した後、参加者からは「表現の自由」は
どうなるのかという問いが繰り返しだされ、話し合いは
平行線のまま 2時間以上が経った後に終了した。また事
件後の反応について、「わたしの怒りを盗むな」が多くの
人に読まれ、様々な記事や論考が書かれたものの、一連
の議論の中で当事者であるげいまきまきに事実確認が行
われることはほとんど無かったとしている。そして、「私
は『セックスワーカーを扱うな』と言っているわけでは
ないのです。ただ、扱い方は熟慮されるべきだし、その
際には当事者としっかり向き合って欲しい」と主張して
いる。
「昼の家 夜の家」の責任者であり、《88 の提案》当日も
現場で参加していた加須屋は、2021 年に出版した著書の
中で「昼の家 夜の家」に一章を割いている 30。ただしそ
の内容の骨格は「昼の家 夜の家」報告書に加須屋が書い
た文章と概ね同じものであり、ポーランドから招へいし
たパヴェウ・アルトハメルとアルトゥル・ジミェフスキ
のそれまでの活動を紹介し、それがどのように「昼の家 

夜の家」のコンセプトに繋がったのかが論じられている
他、《88 の提案》がその一つである、「昼の家 夜の家」に
「育成対象者」として参加したアーティストたちによる成
果発表展の取り組みについても加須屋の視点から紹介さ
れている。《88 の提案》で実際に起きたことについては 2
章で紹介した報告書の内容以上の詳細があるわけではな
い。だが報告書には記載がなかった注が追加されており、
そこには《88 の提案》で起きたことに対する加須屋の考

えが記されていると考えられるため、以下に注の全文を
引用する 31。

こうした諸条件の枠組みは複雑で、一言で伝える
ことが困難であるため、誤解の生じないよう繰り返
し丁寧に伝える方法や仕組みの検討があらかじめ必
要であった。自由な連想の広がりや参加者の自発的
な提案の可能性などを重視するあまり、「実現がその
ままでは困難な提案」についても、あたかも実害を
顧みず押し切ってしまうのではないか、という惧れ
や誤解を一部に与えてしまい、話し合って互いの信
頼関係を築く前にこうした状況が生じてしまったこ
とは、夏のワークショップとは異なる展開となった。
夏には、しっかり事前の説明を行い、講師の間では
連日の打ち合わせと反省会が行われた上で、現場に
のぞみ、ワークショップの現場では自発的な動きが
尊重されて、その場で互いのコミュニケーションの
連鎖が発動していた。これと大きく異なるのは、時
間の制約のある中で、事前の説明は最小限にとどめ
られて入念なルールの確認を欠いた点、等だろうか。
もちろん誤解や疑いを晴らす努力は重ねたものの、
対話は難しく、コミュニケーションの連鎖の広がり
は困難を極めた。また実施後の SNSによる一部を切
り取った拡散や印象操作と相まって、大きな問題と
なった。その後も対話を積み重ねる努力を続け、よ
り深い相互理解へと導かれたが、課題も大きい。今
後も対話や考察を深め、いわれのない差別や偏見の
解消に向けて連帯したい。

3.3　メディア
大手メディアで本件が取り上げられたのが確認できて
いるのは、2016 年 5 月 4 日の京都新聞に掲載された、「憲
法考　第一部 萎縮する表現」と題した連載の一つという
位置づけの記事のみである。同記事では《88 の提案》で
あったことをげいまきまきのコメントと共に紹介したの
ち、ツイッターでの論争を「賛否の言葉が飛び交った」と
評している。また先述のオープンディスカッション「表
現と倫理の現在」で出てきた意見として「アーティスト
は自由であるべき。表現を公共化する時に生じる問題は
キュレーターの責任だ」「美術館やギャラリーに過大な責
任を負わせると、あらゆるリスクを回避して安全な方向
に流れる危惧がある」という意見を紹介している 32。記
事の前年に東京都現代美術館の企画展で現代美術家の会
田誠の作品に対し東京都や美術館から改変・撤去の要請
があった件に言及しているが、これも「萎縮する表現」と
いう記事のテーマによるものだろう。
同記事内ではげいまきまき以外に 3人の識者のコメン
トが紹介されている。まず小崎哲哉は「現場に過剰な萎
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縮が広がり、アーティストたちも混乱している」とし、判
断の理由や責任の所在が不明瞭な「自己規制」が広がる
ことの問題を指摘するとともに、自由な表現を追求する
ためにはしたたかな戦略や政治的交渉が需要だと述べて
いる。「わたしの怒りを盗むな」のメンバーでもある山田
創平は、「権力者から抑圧されることなく、個人が自分の
意見を表明できることは、近代民主主義の基本的理念」と
しながらも、唯一の例外として「他人の生存を脅かす表
現」は許されないとし、セックスワーカーの置かれた社
会的な状況を知っていれば、《88 の提案》が「生存を脅か
す行為」につながることは想像できたはずだと指摘する。
次に千葉雅也の見解が「論争が巻き起こっていること自
体に批判的なまなざしを向け」ていると紹介され、千葉
の言葉として以下が引用されている。
「突出した行為に対し、ネット上では批判が殺到して
『炎上』するのは、ある種の羨望の裏返しにすぎない。
特権性を許さない日本的な平準化欲望と、アートに
公共意識を求めるアカデミズムが共犯関係を結び、
前もっての過剰な配慮、『気にしい』の蔓延を生み出
している」
「法律や憲法が禁止していようと、人間は何事かをや
るときにはやる存在だ」
「そうした危険でもありうる人間の行動可能性に触
れているのがアートである」
「アートは他人に迷惑をかけてよいのだ、と擁護する
つもりはない。しかし、あらゆる迷惑行為をあらか
じめ防止しようとすることは『総萎縮社会』という
ファシズムに転化しかねない」
この発言については 4.5 節で検討する。

3.4　書籍『社会の芸術／芸術という社会』
2016 年 12 月に出版された『社会の芸術／芸術という社
会』33 は、芸術と社会の関わりついての複数の論考と対
談録からなり、多くの論者がこの本が出版された年の 1
月に開催された《88 の提案》について批判的に言及して
いる。
同書の執筆者の中で最も《88 の提案》に多く言及し、
また強い批判を述べているのが、編者でもある神野真吾
である。神野は《88 の提案》を「自分たちを表現の自由
を根拠とした特権的存在であると自認するアート王家と
その連れの人たちが、自分たちの感覚的な面白さを理由
に」アート外部の人を巻き込んだと批判する 34。また神
野は「本WS のアーティストを擁護してさらに事態を複
雑化させた人物の Twitter 上での発言」について言及し 35、
「デリヘルアート事件の時に『アート死ね』『アートは糞』
という声が SNS で少なからず発されたことに私は反論す
ることができない」と、《88 の提案》にとどまらずアート

業界全体の現状についても苦言を呈している 36。
表現の自由とヘイトスピーチの問題について寄稿して
いる明戸隆浩も、《88 の提案》そのものというよりは、丹
羽を擁護する立場からツイッターで「アーティストなん
だから人権侵害することもある」という趣旨の発言が
SNSであったことを主に取り上げ、その発言の問題点を
指摘している 37。
清水晶子によるポルノ表現についての論考では 、本文
中に《88 の提案》への直接の言及はないが、「『知る視線』
の主体ではなくその対象として設定され表象されること
が「人間」としての権利と尊厳との侵害と密接につながっ
ている』という文脈の中で、註としてタイのセックスワー
カーを無断撮影した大橋仁による作品並んで《88 の提案》 
を「『一方的に見る /知る』姿勢がその対象の権利と尊厳
との実際の侵害につながったケース」として挙げてい
る 38。
岸政彦による論考では、《88 の提案》について「この件
に中立であると述べるつもりはない」「若干の違和感を感
じている」と批判的な見解を持っていることは示されて
いるものの、それ自体が論考の主題ではない。「私個人に
とってもっとも興味深かったのは、この事件を招いた当
事者の発言よりもむしろ、そのアーティストを取り巻く
外野の人々が倫理や欲望について語るその語り方だっ
た」とあるように、アート関係者が政治的なもの、倫理
的なもの、学校的なものに対峙する時の、アート外のコ
ミュニティとのズレのようなものが論じられている 39。
最後に、編者である北田暁大は、《88 の提案》直後のツ
イッターでの論争には参加していた形跡が残されている
ものの 40、本書の中では《88 の提案》に一切言及してい
ない。ただし別の書籍に収録された岸政彦との対談では
《88 の提案》が話題になっており、北田は「デリヘルなん
て、あれ八○いくつの提案のうちのいくつかのひとつな
んだって。ほんっとに凡庸というかさ、つまんねえの。
フーコーとかにどつかれそうなもんばっか。たぶんホワ
イトボードとかで書き出して侃々諤々やっているんだろ
うけど、その場面をエスノメソドロジーしてやりたい」
「『いかにして自分たちがこれを非秩序と思っているの
か』ということの凡庸さを吐露しているようなもん」と、
非難というよりは軽蔑に近い言葉を向けている 41。

3.5　その他
学術論文としては、臨床哲学を研究する小西真理子が、
研究者による当事者加害をテーマにした論文の中で、研
究者の加害性を指摘する非研究者の発言の一つの事例と
して、《88 の提案》についてのげいまきまきの語りを紹介
している 42。
学術論文ではないが、言語とメディア研究を専門とす
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る影浦峡が researchmapの研究ブログに《88 の提案》に関
する論考を3回にわけて掲載している。最初の投稿は「わ
たしの怒りを盗むな」を紹介し、全文を読むことを呼び
かける内容である 43。2 本目は 3.3 節で述べた京都新聞の
記事を受け、その見出しである「『デリヘルを呼ぶ』は芸
術か」という問いについて、この問い自体が不適切な疑
似質問であって、「『芸術をダシにして人権侵害をしては
いけません』と大人が指摘してお終いになるべき、これ
は極めて単純な出来事であった」と結論づけている 44。3
本目はこれも 3.3 節で述べた京都新聞の記事中の千葉雅
也による発言を取り上げ、これを徹底的に批判するもの
である 45。
これ以外にも、インターネット上の記事やブログで比
較的詳細にこの件を論じた文章がいくつかある。まず
「きょうもえ」によって《88 の提案》当日に早くも公開さ
れているブログは、基本的に《88 の提案》やそれを擁護
するアーティストの発言を強く非難するものである46。数
日後に公開された門田ゲッツによる記事も、セックス
ワーカーの抱える困難やスティグマに言及しつつ、アー
トの名の元で誰かの尊厳を傷つけることを批判してい
る 47。翌 2017 年にニュースサイトのハフポストに掲載さ
れた記事では、「アートのためなら、何をやってもいい」
と考える一部のアーティストに対する批判の文脈で、場
内で痴漢を受けたなどの被害の告発が相次いたアートイ
ベント「ブラックボックス展」等と並び、《88 の提案》の
ことが言及されている 48。
2016年暮から2017年前半にかけて投稿された yanozに

よる一連のブログ記事はこれらとは異なり、丹羽の他の
作品やステートメントを参照しながら《88 の提案》にお
ける丹羽の意図を読み解こうとするものである。yanozは
《88 の提案》の意図は「デリへル嬢を晒し者にするような
スキャンダラスな事」ではなく「デリへルのサービスを
ギャラリーに呼ぶ事について、実行するならどのように
行われるべきか検討すること」で、人々の認識を揺さぶ
り、公共性への新たな視点を提示することだったとみな
すべき、としている。その上で、もしデリヘルのサービ
スを人命も呼ばれる人のプライバシーも損なうことなく
呼ぶことができたとして、それでも何かが損なわれると
するならそれは何か？という問いを提示している 49。
2020年に公開されたフジワラテツオの noteへの投稿で

は、yanozのブログや、『芸術祭の公共圏』における丹羽
の反省の言葉、『フレーミングするパレルゴンのパルコマ
ン』記載の丹羽に対するげいまきまきの同情的なコメン
ト、そして対談イベント「88 の提案に関する報告」に関
してげいまきまきが丹羽にツイッター上で親しげに話し
かけているツイートを引用し、「個人間の小さないざこざ
が、いつのまにか他の表現者や研究者の見識まで巻き込

んで、日本の現代アートそのもののありかたまで問い直
されるという、巨大な批判にまで膨らんでしまったとい
うのが、この事件の顛末なのではないだろうか？」と締
めくくっている 50。

4．論点

4.1　何かを論じる前に
本章では 3章で紹介した様々な言説をいくつかの主要
な論点にまとめて整理するとともに、それらの論点に対
する私の考えも述べる。だが各論に入る前にまず書いて
置きたいことがある。「デリバリーヘルスのサービスを会
場に呼ぶ」という「提案」があの形で公開されるべきで
はなかったし、そのことの危険性を会場でげいまきまき
が指摘した時に、それはすぐに撤回されるべきだった。そ
の理由は多くの人が指摘しているように、それが誰かの
生命や尊厳を脅かす可能性のあるものであり、文脈や意
図がどうあれ、多くのセックスワーカーの方が置かれて
いる差別的な構造を利用した行為であったからだ。これ
らは当初から指摘されてきたことの繰り返しに過ぎな
い。しかし、そこを確認しないまま、表現や倫理といっ
たことについて何かもっともらしいことを語ることはす
べきでないように思う。この件は、芸術や表現の問題で
ある以前に、差別と人権に関する問題である。
《88 の提案》とその後の起きたことは、表現に関わる
様々な問題点を顕然とさせ、議論を引き起こした。その
ような議論が深まる契機となったことについて肯定的な
面を見出すことは不可能ではない。起きたことをただ非
難したり擁護したりするだけではなく、そこから思考と
対話を始め、何らかの学びを引き出すことに意味はある
し、それは本稿の目的の一つではある。だが「議論のきっ
かけになった」ことをもって良しとするならば、それは
結局のところ、げいまきまきが「人の怒りを消費しない
で」と訴え、ブブ・ド・ラ・マドレーヌが「社会的弱者
の怒りを盗んで生き延びるアートは滅んでよい」と断じ
たような行為を繰り返すことになる 51。そのことは何か
を論じる前に繰り返し確認しなければならないと思う。
以上がこの件について最も重要だと私が考えていること
である。

4.2　  実際にデリバリーヘルスのサービスを呼ぶつもり
だったのか？

「昼の家 夜の家」報告書には「そのままでは実現が非常
に困難か、公共空間では実施不可能な項目も選ばれ、そ
の『諸条件を検討』することが目指された」とある。掲
げられた 4つの項目のうちどれが該当するのか明示はさ
れていないが、問題となった「デリバリーヘルスのサー
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ビスを呼ぶ」は、実現困難ないし不可能と認識され、従っ
て呼ぶことが前提でなかったと読める記述になってい
る。丹羽自身の説明は「雑な準備と説明、そして不用意
に情報を出してしまった」にとどまっているが52、『フレー
ミングするパレルゴンのパルコマン』に掲載されている
《88 の提案》冒頭の会話は「デリバリーヘルス、呼びま
す？」「どうしよう？」「会場の人たちに聞く？」「呼べる
のかな？呼ぶの？」などと戸惑った様子の言葉が並んで
いる。
これらを総合すれば、デリバリーヘルスを呼ぶことを
前提としてはいなかったし、逆に「実際に呼ぶことはし
ない」と決められていたわけでもなかったいうことであ
ろう。「昼の家 夜の家」報告書に「提案というアクション
を丹羽が行い、それに対するリアクションが求められる
ような場ともなった」とあるように、参加者は「デリバ
リーヘルスのサービスを呼ぶ」という提案のみが投げか
けられ、「実際に呼ぶ」という可能性まで含めて検討する
ことになり、だからこそ戸惑っていたのだろう。実際に
は起きなかったものの、「途中参加・途中退場自由」で
様々な人が出入りすることができたイベントであったこ
とも考慮すると、参加者の誰かがデリバリーヘルスの
サービスにコンタクトするということが起きた可能性は
皆無ではなかったと言わざるを得ない。
もし実際にデリバリーヘルスのサービスに電話して依
頼していたら何が起きたと想定されるのかについては、
「わたしの怒りを盗むな」に Q&Aとして書かれている。
それによれば、派遣先を確認した際に断られる可能性が
高く、実際にセックスワーカーが来場した可能性は低い。
ただしチェックの甘い店からだと派遣される可能性はゼ
ロではない。セックスワークに従事していることが家族
や知人に知られることが、学業や仕事をやめざるを得な
くなったり人間関係に大きな支障をきたすことにつなが
り、場合によっては生活が立ち行かなくなり生命の危険
につながるケースもある。多くのワーカーがそのような
リスク・不安と隣り合わせで働いている 53。このことを
考えれば、《88 の提案》において実際にセックスワーカー
が会場に呼ばれることがなかったことをもって問題が無
かったとは言えない。そのようなワークショップが公共
の場で行われているという事実だけで恐怖を感じた人が
いた可能性があるからである。
「わたしの怒りを盗むな」に寄稿した論者たちは、「アー
ト」表現の一環としてセックスワーカーに現場に来ても
らうことはあらゆる場合に許されない、とはしていな
い 54。ただそのためには十分な説明と同意が無くてはな
らず、それを実質的に意味あるものにするためにはセッ
クスワーカー当事者との真 なコミュニケーションと人
間関係の構築が必要であり、その上で初めて「どうやっ

たら可能か」ということを一緒に考えてもらえる可能性
がある。つまりそれは、この条件とこの条件を満たせば
可能、という一連の手続きを決められるようなものでは
ないということである。

4.3　「昼の家 夜の家」との関係
《88 の提案》が「昼の家 夜の家」というより大きな枠
組みの中で開催されたイベントであったということは、
《88 の提案》で起きた問題を正当化することには全くなら
ないが、イベントの性格を理解する上では重要である。当
日の参加者による『芸術祭の公共圏』および『フレーミ
ングするパレルゴンのパルコマン』を除くと、《88 の提
案》が「昼の家 夜の家」の一部であったことを認識した
上でこの件について論じているものはみられない 55。こ
れは大学・ギャラリー側が報告書を広く読める形で公開
していないことが主な原因と見るべきであろう。
「昼の家 夜の家」の報告書によると、《88 の提案》の背
景となった前年夏の「昼の家 夜の家」のワークショップ
では、誰かが意見を表明したり何らかの行動を起こした
りして、それに対して別の参加者が「リアクション」す
ること、そしてそのリアクションが非言語的になされる
点を重視することが、共通の方法論になっていた 56。そ
れは「提案というアクションを丹羽が行い、それに対す
るリアクションが求められるような場ともなった」《88 の
提案》のフォーマットにも反映されている。
なぜ「デリバリーヘルスのサービスを呼ぶ」という項
目が「88 の提案」に含まれ、しかも《88 の提案》で「検
討」される 4つの提案の選ばれたのかについて、げいま
きまきは会場で繰り返し尋ねたところ、「ラーメン屋でも
良かった」「セックスワーカーでなくても良かった」「ポー
ランドのアーティストがギャラリーに呼んでいたから」
「本当は呼ばなくても良かった」という答えが返ってきた
と記している 57。「昼の家 夜の家」報告書には「丹羽が会
場に掲示した《88 の提案》では、2015 年夏のワークショッ
プ「昼の家、夜の家」を受けて、そこで実際に行われた
こと、そこで見聞きしたこと、連想されたことなどが 88 
個の短い文章で示されており』という記述があり 58、こ
こにも「昼の家 夜の家」の影響があったことが示唆され
ている。同報告書には講師のアルトハメルとジミェフス
キによる過去の展示「選択 .pl」展において、会場に「ホ
テルの部屋もしくは依頼人の家などへ性的サービスを行
う労働を派遣したり 旅先へ同行させたりする会社」の労
働者がゲストとして招かれたことが記されており 59、こ
れが「デリバリーヘルスのサービスを会場に呼ぶ」とい
う項目が含まれたことに関係していたと思われる 60。
さらに、報告書からは「昼の家 夜の家」にはある種の
暴力性が内在していたことも見てとれる。実際に参加者



88. BULLETIN Vol.67  FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS

間で「暴力的な行為」と「過激な応答」があったと記さ
れており、「暴力」という言葉は複数の参加者の回想に現
れる 61。また、「暴力」と並んで「制限のない」コミュニ
ケーションが行われたという趣旨の記述も目を引く 62 。
例えばある運営補助者のレポートでは、参加者が別の参
加者の尿を口に含んで講師に吹きかけ、その応答として
講師が参加者のスーツケースを雨が振る屋外に放り投
げ、携帯電話をへし折り、「あなたは私に暴力を施した。
それに対して私は、なんらかのリアクションをとる権利
がある」と述べるシーンが書かれている 63。
「暴力的」と表現されるようなこのようなコミュニケー
ションが行われたことに問題はなかったのだろうか？報
告書には、参加者たちに途中でやめる自由があることが
説明され、参加の意思と、互いに尊重しあいいたずらに
尊厳は傷つけないことを確認しあったことが記されてい
る 64。限られたメンバーが同意の下で自らの意思で行っ
たことであれば問題はなかったという考え方もあり得る
だろう。だが、少なくともこれが大学主催の若手芸術家
育成のための教育プログラムで行われたことは、不適切
であったと私は考える 65。そして「昼の家 夜の家」のこ
のような性質が、《88 の提案》の問題とされたあり方に影
響を与えていたと思われる 66。

4.4　キュレーター・教育者の役割
《88 の提案》であったことに対し、キュレーションする
立場の責任を問う声は多くみられた。たとえばキュレー
ターの遠藤水城は座談会「表現と倫理の間で」において
「キュレーターという立場にある人間、教育者という立場
にある人間が、まったく機能していないことの方です－
中略－丹羽良徳問題の所在もアクアの「大学側」の担当
者にしかないと思う。公共性と表現の矛盾を解決するべ
きは彼ら・彼女らでしかない。アーティストは、若者は、
つねにやりたいように、やれる範囲で、一生懸命やるし
かないでしょう？」と述べ、それを受けてブブ・ド・ラ・
マドレーヌは「（若者とか若いアーティストは）とんでも
ないことをしてしまうけど、それに価値があるかもしれ
ないという可能性を拠り所に生きているわけやから。そ
れを従順になれというのは非常に愚かなことやと思いま
す。そのとんでもないことをいかに社会化するかという
のが、キュレーターの役割ですね」と述べている。
表現という行為は時に社会的規範から逸脱することが
あり、その逸脱にこそ意味や価値が宿る場合も多い。あ
らゆる社会的規範にアーティストが従順であるべきと考
える人はごく少数だろう。だからこそキュレーターの役
割と責任が大きいという指摘は正しい。だが私は、アー
ティストはやりたいことを自由に表現すればよく、その
行為が誰かの尊厳を損ねたり人権を侵害したりしないよ

うにする責任はキュレーター的立場にある者「のみ」に
あるという意見には賛同しない。様々な表現活動の中で
美術館やギャラリーなどで誰かのキュレーションの下で
発表されるものは一部に過ぎず、キュレーターのみに責
任を負わせることは表現による人権侵害を防ぐ目的に
とって不十分というのが第一の理由である。加えて、そ
れはアーティストを面白い作品を生み出す装置とみな
し、人格ある人間として扱わない態度であるとも考える。
上の引用中、遠藤はキュレーターに加えて「教育者と
いう立場にある人間」が機能していないとも書いている。
これは芸術の教育機関である芸術大学が重く受け止めな
ければならない指摘である。

4.5　研究倫理
山田創平は「わたしの怒りを盗むな」の中で、《88 の提
案》が大学関係機関で行われた以上、それは人に対する
調査としての性格を持ち、研究倫理の観点から問題が
あったと指摘している。実際に《88 の提案》で行われた
ことをそのまま研究計画に書いて倫理審査にかければ、
たとえ芸術的・学術的意義が認められたとしても、審査
に通る可能性は低いだろう。
とはいえ、人を対象にした学術研究に対して課されて
いる事前の倫理審査のような仕組みが、芸術活動に対し
てもうまく機能するとはなかなか考えにくい。芸術活動
の本質的な部分でそういうものに馴染まないこともある
だろうし、そもそも学術研究と比べて芸術活動は大学や
公的機関の枠組み外で行われている割合が圧倒的に高い
と思われる。山田と同じ社会学を専門とする岸政彦も、
アートの中で人権が保証される「しくみ」を作ることに
対しては、「もちろん私もそんなもの反対だが－人権を保
証することに反対なのではなく、それは単に煩瑣で無意
味な事務手続きを増やすだけだろうから」と書いている
67。だがアートの名の下で人権が侵害されることが繰り返
されるならば、それを防ぐための「しくみ」を導入せざ
るを得なくなる。そして山田が指摘するように、そのこ
とは「大学」や「表現の現場」に権力の介入を招き入れ
る結果になるだろう。このことも《88 の提案》に関して
挙げられた批判に対し、大学として応答する責任が京都
市立芸大にある理由の一つである。

4.6　アートとしての価値と社会問題への言及の仕方
《88 の提案》に対する評価の中には、人権問題としての
是非は差し置いたとしても、それが芸術表現として陳腐
でつまらないという批判も多い。その例の一つが3.4節で
触れた神野真吾による批判である。神野の批判は丹羽の
他の作品にも及んでおり、2016 年に丹羽が発表した「歴
代町長に現町長を表敬訪問してもらう」についても「人
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に対する敬意も社会的価値もない」と厳しい評価を下し
ている 68。一方で同じ作品を『芸術祭の公共圏』の中で
藤田直哉が地域アートのあるべき形の一つを示唆するも
のとして高く評価している 69。私には丹羽の作品の芸術
的価値を適切に批評する能力はないが、「歴代町長に現町
長を表敬訪問してもらう」に関しては、ある種の居心地
の悪さはあったものの、広い意味での社会のあり方を問
い直す時の学問やジャーナリズムとは違うアプローチと
して意味があるようには感じた。もっともそのような分
かりやすい社会的な効用を作品に求めること自体が、丹
羽の作品の鑑賞にはあまり適さないのかもしれないとも
思う。《88 の提案》に関しては、芸術云々以前のところで
問題があり、芸術的側面については特に語ることはない
というのが本稿における私の立場である。
アートが社会的なものに言及するやり方に関して私が
より関心を持ったのは、同じく 3.4 節で簡単に触れた岸政
彦の論考である。岸は、アートが「社会に言及する際に、
その言及の仕方が驚くほど凡庸で稚拙になることがたま
にある」と書き、それが単なる無知や勉強不足によるも
のではなく、そうなる理由が「（純粋に）美的」なものを
追求するアートに内在することを論じている。岸はそれ
を端的に「学校的なものから離れれば離れるほど、それ
は私たちにとって美的に価値がある」と表現しているが、
それは「人権を守りましょう」という極めて当たり前だ
が学校的でもある主張を、否定はせずとも自己を100%そ
こに重ねてしまうほどには同意できない人々がいること
の、一つの説明になっているように思う。（次節の議論は
このことに多少関係しているかもしれない。）
岸はまた、「私の知る限り、ほとんどの美的表現にかか
わる人びとは、自己を基準からはずれたもの、通常のルー
トから逸脱した存在として捉えている」として 70、「表現
者（調査者）はまぎれもないマジョリティの立場であり、
生活者の現場に土足でずかずかと踏み込んでいって生の
声を集め、それを外の世界にばら撒いて、そして自分だ
けはそのことによって業績をあげていく」存在であると、
同書の元となったフォーラムでアーティストたちに向け
て話した。そしてその背景には、社会学を含む人や地域
を対象とした学術研究が、「私たちが強者で、権力や権威
を持っていて、そしてそういう私たちが現場の人々のこ
とを『一方的に、それになりかわって語る』ということ
が、ひとつの権力の作用であり、あるいは暴力であると
理論化されてきた」ことがあると述べる 71。これは芸術
に関わる者が自らの立場に置き換えて考えるべき指摘で
あるし、芸術大学における教育に組み込まれなければな
らない内容であろう。

4.7　アートは人権侵害するのか
3 章で述べたように、《88 の提案》をめぐる議論、特に

SNS上での炎上は、あるアーティストによる「アーティ
ストなんだから人権侵害くらいすることもある」という
趣旨のツイートが一つのきっかけを作った。アーティス
トによる人権侵害がアートであるが故に許されるという
意味だとすれば擁護の余地はないが、元のツイートもお
そらくそういう意味ではないし、その意味の主張を擁護
する意見はさすがにほとんどない。だが、アーティスト
の行動原理の中に「人権侵害をしてはいけない」を含む
様々な社会規範や法律とは独立した何かがあるという趣
旨の指摘はいくつかみられる。
その一つが、3.3 節で触れた京都新聞の記事における千
葉雅也のコメントである。再度引用すれば、「法律や憲法
が禁止していようと、人間は何事かをやるときにはやる
存在」であり、「そうした危険でもありうる人間の行動可
能性に触れているのがアートである」と千葉は述べる。そ
れと類似の指摘は、美学者の吉岡洋のブログにもある 72。
吉岡は芸術が人権を侵すことについて「許されるか許さ
れないかということで言えば、許されないに決まってい
る。重要なのは、許されないにもかかわらず、芸術は人
権を侵すこともありうる、ということである」と言う。言
い換えれば「芸術は法や権利を語る言説とは原理的にイ
ンコンパチブル（通約不能）だ」ということである。
私は芸術学や美学の専門的な議論については全く不案
内だが、千葉や吉岡が言っていることの意味は分かるし、
芸術にはそういう側面があるのだと思う。ただ私には、そ
れが《88 の提案》で起きたことを論じるにおいて重要だ
とは思えない。あるいは重要だとしても甚だ不十分であ
ると思う。
これらの意見に触れた時に私が感じたのは、それが科
学者にとっての「科学に 100%はない」という言明に似
ているということだった。科学に厳密な意味での完璧は
ない。たとえば光速度不変の原理のように、いくつもの
実験的事実で検証された自然法則として通常はその正し
さが疑われることのない事柄であっても、究極的にはそ
れが成り立たないケースがあるかもしれないという可能
性に対してはオープンでなければならないと、科学者の
多くは考えるだろう 73。科学技術に常に不確実性が伴う
ことは、薬害や BSEの人間への感染、原子力発電所の事
故などを通して今や広く社会的にも認知されており、科
学技術社会論研究の中で議論が蓄積されてきている。原
発の安全性、光速度不変の原理、新しい治療法の有効性
とリスク、地球外生命の存在等々、不確実さの程度もそ
の社会的インパクトも様々な科学的不確実性を同一視す
ることは、多くの場合粗すぎる見方であり、文脈によっ
ては有害である。科学の不確実性について専門家が語る
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ときは、その不確実さの程度と不確実さがもたらす社会
的な影響を考慮し、対話の相手の関心や不安を聴き取る
丁寧なコミュニケーションが求められる。無論、私自身
を含む現実の科学者や科学コミュニケーターたちが常に
それをできているかと問われれば、とても充分だとは言
えないのであるが。
ユダヤ人精神科医のヴィクトール・フランクルは、ナ
チスの強制収容所での体験を書いた「夜と霧」の中で、同
胞すら迫害する人々と、悲惨と絶望の中にあっても他者
へのいたわりを忘れず祈りを捧げる人々を見いだし、「ど
んなに自由を奪われた状況でも、与えられた状況におい
てどう振る舞うかという人間の最後の自由は、決して奪
うことはできない」と書いた 74。フランクルが収容所で
経験したようなことが二度と繰り返されてはならない
が、人間が「何事かをやるときにはやる存在」であるこ
とを思い返すべき時があるとすれば、こういう時だと思
う。芸術の名の下に人権が脅かされることへの批判と非
難が殺到している時、「何事かをやるときにはやる」人間
の極端な自由や「法や権利を語る言説とは原理的にイン
コンパチブル」な芸術のあり方を改めて確認することが
全く無意味だとは思わない。だがそこで終わるのは不十
分で、弊害も大きいように思う 75。
吉岡は同ブログの最後の段落でこう書いている。
重要なことは、芸術に関わるということは原理的に、
どんなに凡庸で常識的な人にとっても、自分がいつ
その「法」の向こう側に転落するかもしれない、人
権を侵すことになるかもしれないという「危険」の
中に、身を置いているということである。

この言葉は、「わたしの怒りを盗むな」の中でブブ・ド・
ラ・マドレーヌが書いたことを思い起こさせる。《88 の提
案》の中で「デリヘルに（客として）電話するか否か ? そ
れはリスキーなのではないか ?」といった会話があったこ
とを加須屋から聞いたブブ・ド・ラ・マドレーヌは「そ
れは誰にとってのどんなリスクだということが話された
のですか」と問い、それに対する明確な答えは返ってこ
なかった。加須屋たちの言う「リスク」や吉岡の言う「危
険」が誰にとってのものを指していたのか、正確なとこ
ろはわからない。だがそこで主に念頭に置かれているの
はアーティストの側が「人権を侵してしまう危険」であ
り、侵される側にとっての危険や恐怖ではないのではな
いだろうか。少なくとも両者のリスクを等価なものと見
てしまっていないだろうか。
「許されるか許されないかということで言えば、許され
ないに決まっている」とことわった上で「芸術は人権を
侵すこともありうる」ことを「芸術と自由をめぐる核心
的な事柄」だと吉岡が述べたこと。あるいは「アートは
他人に迷惑をかけてよいのだ、と擁護するつもりはない」

とことわった上で「あらゆる迷惑行為をあらかじめ防止
しようとすることは『総萎縮社会』というファシズムに
転化しかねない」と千葉が述べたこと。それらの主張自
体には汲むべき意味があったとしても、これらの言葉が、
アーティスト /ギャラリー /大学という力を持つ者が、
セックスワーカーが置かれている差別的な構造を（意図
していないとしても）利用して芸術表現を行い、それに
よりセックスワーカーの生命と尊厳が脅かされようとし
ていたという文脈の中で語られた時、それは結局のとこ
ろ相対的に守らなくてもいいものを守り、より脆弱なも
のを傷つける結果を生むように思う。

4.8　瞬発力を持つために
本章の冒頭で私は、《88 の提案》があの形で実施される
べきではなく、また開催してしまったとしてもその危険
性を会場でげいまきまきが指摘した時にすぐに撤回され
るべきだった、と自分の考えを述べた。現場にいなかっ
た私が、後から色々なことを学んだ上でそのような指摘
をするのは比較的容易である。だがもし私が2016年に京
都市立芸大の教員の立場で《88 の提案》や「昼の家 夜の
家」に関わっていたとして、「こうするべきだった」と今
考えるような行動を取れていたかと問われれば、その自
信は全く無い。想像するに、もし誰かがデリバリーヘル
スのサービスを本当に呼ぼうとしていればさすがに止め
ようとしただろうが、それ以上のことは芸術の専門家で
はない自分が口を出すべきことではないという理由をつ
けて傍観していた可能性が高いと思う。
このことを考える時に思い出すのが、2019 年に開催し
た『アート×サイエンス×ジェンダー』という研究会で
ブブ・ド・ラ・マドレーヌから聞いた「瞬発力」という
言葉である 76。どういう文脈でその言葉がでてきたのか
記憶は定かではないが、何か不正義や倫理にもとること
が目の前で起きた時に、その場ですぐに異議を唱えたり、
なんらかの行動を取ったりするのに必要な力を「瞬発力」
と呼んでいたと私は理解した。それは、物事に反射的に
応答せず多角的な視点から問題点をよく吟味するための
力とは別の、しかし同じくらい大切で必要な力であると
思う。そして学問と芸術に取り組むことがこの意味の「瞬
発力」を鍛えることにどのように資することができるの
かは、これからの芸術大学が取り組むべき重要な研究課
題であると考える。

本件について色々教えて下さったげいまきまきさんと
ブブ・ド・ラ・マドレーヌさん、原稿を確認頂いた加須
屋明子さんと藤田瑞穂さん、そして座談会「表現の自由
と倫理」の企画運営に関わった京都市立芸大および京都
大学の卒業生と学生の皆さんに謝意を表します。
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に比べると、表現するツールと大学生としての立場を持って
いる自らのマジョリティ性を自覚しているように感じられ
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_for_art.html?fbclid=IwAR01bWuyi-QSiC2rZ2V5rhPbeQOuU0S
zgKVsK4-CBTNL7KLA81V6h_AYnSM （最終アクセス 2022.12.
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理があることは分かる。
76　同研究会の開催記録はウェブで公開されている。https://sites.

google.com/view/art-science-gender
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